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○

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
建
設
省
令
第
十
二
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
四
号
イ
の
国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令
及
び
同

（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
四
号
イ
の
国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令
及
び
同

号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
）

号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
十
六
条
の
四
の
三

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
四
号
イ
の
国
土
交
通
省
令
・

第
十
六
条
の
四
の
三

法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
四
号
イ
の
国
土
交
通
省
令
・

内
閣
府
令
及
び
同
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
宅
地
の
売
買
又

内
閣
府
令
及
び
同
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
宅
地
の
売
買
又

は
交
換
の
契
約
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
、
建
物

は
交
換
の
契
約
に
あ
つ
て
は
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
、
建
物
の
売

の
売
買
又
は
交
換
の
契
約
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
も

買
又
は
交
換
の
契
約
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
、

の
、
宅
地
の
貸
借
の
契
約
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
八
号

宅
地
の
貸
借
の
契
約
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
二

か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
、
建
物
の
貸
借
の
契
約
に
あ
つ
て
は
第
一

号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
、
建
物
の
貸
借
の
契
約
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
四

号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

号
ま
で
及
び
第
六
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

。一
～
二

（
略
）

一
～
二

（
略
）

三

当
該
宅
地
又
は
建
物
が
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
津

波
災
害
警
戒
区
域
内
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

四

当
該
建
物
に
つ
い
て
、
石
綿
の
使
用
の
有
無
の
調
査
の
結
果
が
記
録
さ
れ

三

当
該
建
物
に
つ
い
て
、
石
綿
の
使
用
の
有
無
の
調
査
の
結
果
が
記
録
さ
れ

て
い
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

て
い
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

五

当
該
建
物
（
昭
和
五
十
六
年
六
月
一
日
以
降
に
新
築
の
工
事
に
着
手
し
た

四

当
該
建
物
（
昭
和
五
十
六
年
六
月
一
日
以
降
に
新
築
の
工
事
に
着
手
し
た

も
の
を
除
く
。
）
が
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七

も
の
を
除
く
。
）
が
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七

年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
の
う
ち
同

年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
の
う
ち
同

条
第
二
項
第
三
号
の
技
術
上
の
指
針
と
な
る
べ
き
事
項
に
基
づ
い
て
次
に
掲

条
第
二
項
第
三
号
の
技
術
上
の
指
針
と
な
る
べ
き
事
項
に
基
づ
い
て
次
に
掲
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げ
る
者
が
行
う
耐
震
診
断
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

げ
る
者
が
行
う
耐
震
診
断
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

イ

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
二

イ

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
二

十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
確
認
検
査
機
関

十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
確
認
検
査
機
関

ロ

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

ロ

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
建
築
士

定
す
る
建
築
士

ハ

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八

ハ

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八

十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関

十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関

ニ

地
方
公
共
団
体

ニ

地
方
公
共
団
体

六

当
該
建
物
が
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項

五

当
該
建
物
が
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
住
宅
性
能
評
価
を
受
け
た
新
築
住
宅
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

に
規
定
す
る
住
宅
性
能
評
価
を
受
け
た
新
築
住
宅
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

七

台
所
、
浴
室
、
便
所
そ
の
他
の
当
該
建
物
の
設
備
の
整
備
の
状
況

六

台
所
、
浴
室
、
便
所
そ
の
他
の
当
該
建
物
の
設
備
の
整
備
の
状
況

八

契
約
期
間
及
び
契
約
の
更
新
に
関
す
る
事
項

七

契
約
期
間
及
び
契
約
の
更
新
に
関
す
る
事
項

九

借
地
借
家
法
（
平
成
三
年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る

八

借
地
借
家
法
（
平
成
三
年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る

借
地
権
で
同
法
第
二
十
二
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
設
定
し
よ
う

借
地
権
で
同
法
第
二
十
二
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
設
定
し
よ
う

と
す
る
と
き
、
又
は
建
物
の
賃
貸
借
で
同
法
第
三
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は

と
す
る
と
き
、
又
は
建
物
の
賃
貸
借
で
同
法
第
三
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六

号
）
第
五
十
二
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

号
）
第
五
十
二
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
そ
の
旨

、
そ
の
旨

十

当
該
宅
地
又
は
建
物
の
用
途
そ
の
他
の
利
用
に
係
る
制
限
に
関
す
る
事
項

九

当
該
宅
地
又
は
建
物
の
用
途
そ
の
他
の
利
用
に
係
る
制
限
に
関
す
る
事
項

（
当
該
建
物
が
区
分
所
有
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
分
所
有
権
の
目

（
当
該
建
物
が
区
分
所
有
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
分
所
有
権
の
目

的
で
あ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
第
十
六
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除

的
で
あ
る
と
き
に
あ
つ
て
は
、
第
十
六
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除

く
。
）

く
。
）

十
一

敷
金
そ
の
他
い
か
な
る
名
義
を
も
つ
て
授
受
さ
れ
る
か
を
問
わ
ず
、
契

十

敷
金
そ
の
他
い
か
な
る
名
義
を
も
つ
て
授
受
さ
れ
る
か
を
問
わ
ず
、
契
約

約
終
了
時
に
お
い
て
精
算
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
金
銭
の
精
算
に
関
す
る

終
了
時
に
お
い
て
精
算
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
金
銭
の
精
算
に
関
す
る
事

事
項

項

十
二

当
該
宅
地
又
は
建
物
（
当
該
建
物
が
区
分
所
有
法
第
二
条
第
一
項
に
規

十
一

当
該
宅
地
又
は
建
物
（
当
該
建
物
が
区
分
所
有
法
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
区
分
所
有
権
の
目
的
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
管
理
が
委
託
さ
れ

定
す
る
区
分
所
有
権
の
目
的
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
管
理
が
委
託
さ
れ
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て
い
る
と
き
は
、
そ
の
委
託
を
受
け
て
い
る
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は

て
い
る
と
き
は
、
そ
の
委
託
を
受
け
て
い
る
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は

、
そ
の
商
号
又
は
名
称
）
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
主
た
る
事

、
そ
の
商
号
又
は
名
称
）
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
）

務
所
の
所
在
地
）

十
三

契
約
終
了
時
に
お
け
る
当
該
宅
地
の
上
の
建
物
の
取
壊
し
に
関
す
る
事

十
二

契
約
終
了
時
に
お
け
る
当
該
宅
地
の
上
の
建
物
の
取
壊
し
に
関
す
る
事

項
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

項
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

（
法
第
三
十
五
条
第
三
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
）

（
法
第
三
十
五
条
第
三
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
十
六
条
の
四
の
七

法
第
三
十
五
条
第
三
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

第
十
六
条
の
四
の
七

法
第
三
十
五
条
第
三
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
当
該
信
託
財
産
が
宅
地
の
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
三
号

る
事
項
は
、
当
該
信
託
財
産
が
宅
地
の
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
二
号
及

ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
、
当
該
信
託
財
産
が
建
物
の
場
合
に
あ
つ
て

び
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
、
当
該
信
託
財
産
が
建
物
の
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一

は
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
二

（
略
）

一
～
二

（
略
）

三

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
が
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す

る
法
律
第
五
十
三
条
第
一
項
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
津
波
災
害
警
戒
区
域
内
に

あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

四

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
建
物
に
つ
い
て
、
石
綿
の
使
用
の
有
無
の
調
査
の

三

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
建
物
に
つ
い
て
、
石
綿
の
使
用
の
有
無
の
調
査
の

結
果
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

結
果
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

五

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
建
物
（
昭
和
五
十
六
年
六
月
一
日
以
降
に
新
築
の

四

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
建
物
（
昭
和
五
十
六
年
六
月
一
日
以
降
に
新
築
の

工
事
に
着
手
し
た
も
の
を
除
く
。
）
が
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す

工
事
に
着
手
し
た
も
の
を
除
く
。
）
が
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す

る
法
律
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
の
う
ち
同
条
第
二
項
第
三
号

る
法
律
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
の
う
ち
同
条
第
二
項
第
三
号

の
技
術
上
の
指
針
と
な
る
べ
き
事
項
に
基
づ
い
て
次
に
掲
げ
る
者
が
行
う
耐

の
技
術
上
の
指
針
と
な
る
べ
き
事
項
に
基
づ
い
て
次
に
掲
げ
る
者
が
行
う
耐

震
診
断
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

震
診
断
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

イ

建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
確
認
検

イ

建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
確
認
検

査
機
関

査
機
関

ロ

建
築
士
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
士

ロ

建
築
士
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
士

ハ

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す

ハ

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
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る
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関

る
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関

ニ

地
方
公
共
団
体

ニ

地
方
公
共
団
体

六

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
建
物
が
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法

五

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
建
物
が
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法

律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
性
能
評
価
を
受
け
た
新
築
住
宅
で
あ
る

律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
性
能
評
価
を
受
け
た
新
築
住
宅
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
旨

と
き
は
、
そ
の
旨

七

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
の
瑕
疵
を
担
保
す
べ
き
責
任
の
履

六

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
の
瑕
疵
を
担
保
す
べ
き
責
任
の
履

行
に
関
し
保
証
保
険
契
約
の
締
結
そ
の
他
の
措
置
で
次
に
掲
げ
る
も
の
を
講

行
に
関
し
保
証
保
険
契
約
の
締
結
そ
の
他
の
措
置
で
次
に
掲
げ
る
も
の
を
講

じ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
概
要

じ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
概
要

イ

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
の
瑕
疵
を
担
保
す
べ
き
責
任
の

イ

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
の
瑕
疵
を
担
保
す
べ
き
責
任
の

履
行
に
関
す
る
保
証
保
険
契
約
又
は
責
任
保
険
契
約
の
締
結

履
行
に
関
す
る
保
証
保
険
契
約
又
は
責
任
保
険
契
約
の
締
結

ロ

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
の
瑕
疵
を
担
保
す
べ
き
責
任
の

ロ

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
の
瑕
疵
を
担
保
す
べ
き
責
任
の

履
行
に
関
す
る
保
証
保
険
又
は
責
任
保
険
を
付
保
す
る
こ
と
を
委
託
す
る

履
行
に
関
す
る
保
証
保
険
又
は
責
任
保
険
を
付
保
す
る
こ
と
を
委
託
す
る

契
約
の
締
結

契
約
の
締
結

ハ

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
の
瑕
疵
を
担
保
す
べ
き
責
任
の

ハ

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
の
瑕
疵
を
担
保
す
べ
き
責
任
の

履
行
に
関
す
る
債
務
に
つ
い
て
銀
行
等
が
連
帯
し
て
保
証
す
る
こ
と
を
委

履
行
に
関
す
る
債
務
に
つ
い
て
銀
行
等
が
連
帯
し
て
保
証
す
る
こ
と
を
委

託
す
る
契
約
の
締
結

託
す
る
契
約
の
締
結

（
法
第
五
十
条
の
二
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
十

（
法
第
五
十
条
の
二
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
十
五

五
条
第
三
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
）

条
第
三
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
十
九
条
の
二
の
六

法
第
五
十
条
の
二
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

第
十
九
条
の
二
の
六

法
第
五
十
条
の
二
の
四
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
法
第
三
十
五
条
第
三
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

さ
れ
る
法
第
三
十
五
条
第
三
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

当
該
信
託
財
産
が
宅
地
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及

当
該
信
託
財
産
が
宅
地
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
六

び
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
、
当
該
信
託
財
産
が
建
物
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は

号
に
掲
げ
る
も
の
、
当
該
信
託
財
産
が
建
物
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
号

第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
二

（
略
）

一
～
二

（
略
）

三

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
が
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す



- 5 -

る
法
律
第
五
十
三
条
第
一
項
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
津
波
災
害
警
戒
区
域
内
に

あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

四

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
建
物
に
つ
い
て
、
石
綿
の
使
用
の
有
無
の
調
査
の

三

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
建
物
に
つ
い
て
、
石
綿
の
使
用
の
有
無
の
調
査
の

結
果
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

結
果
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

五

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
建
物
（
昭
和
五
十
六
年
六
月
一
日
以
降
に
新
築
の

四

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
建
物
（
昭
和
五
十
六
年
六
月
一
日
以
降
に
新
築
の

工
事
に
着
手
し
た
も
の
を
除
く
。
）
が
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す

工
事
に
着
手
し
た
も
の
を
除
く
。
）
が
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す

る
法
律
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
の
う
ち
同
条
第
二
項
第
三
号

る
法
律
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
の
う
ち
同
条
第
二
項
第
三
号

の
技
術
上
の
指
針
と
な
る
べ
き
事
項
に
基
づ
い
て
次
に
掲
げ
る
者
が
行
う
耐

の
技
術
上
の
指
針
と
な
る
べ
き
事
項
に
基
づ
い
て
次
に
掲
げ
る
者
が
行
う
耐

震
診
断
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

震
診
断
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

イ

建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
確
認
検

イ

建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
確
認
検

査
機
関

査
機
関

ロ

建
築
士
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
士

ロ

建
築
士
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
士

ハ

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す

ハ

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す

る
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関

る
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関

ニ

地
方
公
共
団
体

ニ

地
方
公
共
団
体

六

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
建
物
が
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法

五

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
建
物
が
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法

律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
性
能
評
価
を
受
け
た
新
築
住
宅
で
あ
る

律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
性
能
評
価
を
受
け
た
新
築
住
宅
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
旨

と
き
は
、
そ
の
旨

七

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
の
瑕
疵
を
担
保
す
べ
き
責
任
の
履

六

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
の
瑕
疵
を
担
保
す
べ
き
責
任
の
履

行
に
関
し
保
証
保
険
契
約
の
締
結
そ
の
他
の
措
置
で
次
に
掲
げ
る
も
の
を
講

行
に
関
し
保
証
保
険
契
約
の
締
結
そ
の
他
の
措
置
で
次
に
掲
げ
る
も
の
を
講

じ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
概
要

じ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
概
要

イ

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
の
瑕
疵
を
担
保
す
べ
き
責
任
の

イ

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
の
瑕
疵
を
担
保
す
べ
き
責
任
の

履
行
に
関
す
る
保
証
保
険
契
約
又
は
責
任
保
険
契
約
の
締
結

履
行
に
関
す
る
保
証
保
険
契
約
又
は
責
任
保
険
契
約
の
締
結

ロ

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
の
瑕
疵
を
担
保
す
べ
き
責
任
の

ロ

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
の
瑕
疵
を
担
保
す
べ
き
責
任
の

履
行
に
関
す
る
保
証
保
険
又
は
責
任
保
険
を
付
保
す
る
こ
と
を
委
託
す
る

履
行
に
関
す
る
保
証
保
険
又
は
責
任
保
険
を
付
保
す
る
こ
と
を
委
託
す
る

契
約
の
締
結

契
約
の
締
結

ハ

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
の
瑕
疵
を
担
保
す
べ
き
責
任
の

ハ

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
の
瑕
疵
を
担
保
す
べ
き
責
任
の
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履
行
に
関
す
る
債
務
に
つ
い
て
銀
行
等
が
連
帯
し
て
保
証
す
る
こ
と
を
委

履
行
に
関
す
る
債
務
に
つ
い
て
銀
行
等
が
連
帯
し
て
保
証
す
る
こ
と
を
委

託
す
る
契
約
の
締
結

託
す
る
契
約
の
締
結


